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コロナ発症時の出勤可否の判断について 

 

① 職員・ヘルパーに感染が疑われる場合 

 

抗原検査で陽性がでた場合：その日から出勤停止（5日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 職員・ヘルパーの家族が感染した場合 

 

抗原検査を実施。上記フローに準ずる。抗原検査が陰性だった場合で、風邪症状がない場合は、5 日

間はバイタルチェック（検温・体調観察）を実施。サービス内容によっては、代行を立てる。（職員・パート

ヘルパー共通） 

 

 

【職員の場合】 人的余裕があれば、事務所への出勤も控える（5日間） 

 

①・②いずれの場合でも、すみやかに事務所に連絡・相談を！ 

感染症流行時は、サージカルマスクを必ず着用して利用者と接するようにしてください 

抗原検査 

陽性（＋）

（） 

陰性（－）

（） 

解熱・症状が軽減さ

れるまで療養 

症状が重い場合は医療

機関を受診 

5日後、解熱・咳症状

など緩和されてい

れば 6 日目より出

勤可 

 

※陽性確認後 10日間

は必ずマスクを着用 

発熱・風邪症状※

の有無 

症状あり 症状なし 発熱・風邪症状※

の有無 

症状あり 症状なし 

自宅にてバイタルチ

ェック（検温・体調観

察）を実施し、異常が

見られなければ、 

6 日目より出勤可 

通常出勤 

 

医療機関を受診 

他の感染症を疑う 

診断がついた場合、

医師の指示に従って

療養 

療養期間は疾病別の 

ガイドラインに則る 

※風邪症状：咳・くしゃみ・喉の痛み 等 

風邪症状が残っている場合、サ

ービス内容によっては利用者宅

への訪問は代行を立てる。訪問

する場合は、利用者との密な接

触は避ける 

風邪症状が残っている場合、サ

ービス内容によっては利用者宅

への訪問は代行を立てる。訪問

する場合は、利用者との密な接

触は避ける 


